
 高額所得者明渡請求事務処理要綱 
 
（目的） 
第１  この要綱は、神奈川県県営住宅条例（以下「条例」という。）及び同条例施行規則（以下 
 「施行規則」という。）に規定する高額所得者に対する公営住宅の明渡指導及び明渡請求等に関 
  する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。 
 
（入居期間の算定） 
第２  条例第３５条第１項に規定する住宅の入居期間については、公営住宅の入居指定日から毎 
  年１０月１日までの期間を計算し、当該年度において５年以上を経過したか否かを判定する。 
 
（明渡制度の周知） 
第３  条例第３５条第１項に基づく高額所得者である旨の認定通知に際しては、高額所得者の明

渡請求制度に対する理解を深めるため、県営住宅明渡計画書等を送付し、必要な措置をとるも

のとする。 
 
（面接指導対象） 
第４  高額所得者に対する明渡し面接指導は、原則として認定者全員を対象とし、第５に定める

住宅のあっせん等を含め１年以内の自主的明渡しを指導するものとする。ただし、第３に定め

る県営住宅明渡計画書等を提出した者で、明渡し予定時期が１年以内と確認できる書面を提出

した者については、面接指導対象者から除外するものとする。 
 
（住宅のあっせん等） 
第５  条例第３９条に基づく高額所得者に対してあっせんする住宅の範囲は次のものとする。 

（１） 賃貸住宅  都市再生機構及び神奈川県住宅供給公社（以下「公社」という。）の住宅 
（２） 分譲住宅  都市再生機構の普通及び特別分譲住宅並びに公社の一般分譲住宅 
（３） 借上公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅（パートナーハウジング） 

２  高額所得者から住宅のあっせんの申出があったときは、住宅等の地区、種類、規模、家賃等

必要な事項を呈示して、適宜あっせんを行い、１年以内の住替えについて協議する。 
 
（関係機関との調整） 
第６  第５に定める住宅のあっせん等を円滑に行うため、公共住宅管理主体連絡協議会（以下「協 
  議会」という。）において必要な連携及び調整に努めるものとする。 
 
（明渡請求対象） 
第７  条例第３５条の規定による通知をした後、第４に定める指導を経てもなお明渡しに応じな 
  い者に対しては、別に定める「明渡請求対象者選定基準」により県営住宅明渡請求対象者選定

に関する検討会議（以下「検討会議」という。）に付し、明渡請求の対象者として選定するもの



とする。 
 
（個別調書） 
第８  第７に定める検討会議には、事案ごとに次の事項を記載した「個別調書」（第１号様式）を

作成し、総括表（第２号様式）と併せて提出するものとする。 
（１） 請求対象者の表示 
（２） 提案の理由 
（３） 予定明渡期限 
（４） 高額所得者認定の状況 
（５） 請求までの経緯 
（６） その他（参考資料等） 

 
（明渡請求の方法） 
第９  高額所得者に対する明渡請求の方法は、原則として内容証明書留郵便を配達証明により送

付するものとする。 
 
（明渡期限） 
第 10  条例第３６条第２項の規定による明渡しの期限は、明渡請求をする日の翌日から起算して 
  ６月を越えた日の翌日の属する月の末日とする。 
 
（明渡し期限の延長等） 
第 11  条例第３７条の規定による明渡し期限の延長及び明渡しの請求を取り消す場合は、別に定

める「明渡期限延長等基準」による。 
 
（明渡訴訟） 
第 12  高額所得者が明渡請求を拒否し、明渡しの期限後においてもなお公営住宅を明渡さない場 
  合においては、明渡請求訴訟の事前通告、明渡請求訴訟の提起にかかる県議会の議決を経た後、 
  順次、明渡請求訴訟を提起するものとする。 
２  前項の訴えを提起したもので、勝訴判決を得たものについては、必要に応じて強制執行の申 
  立てをするものとする。 
 
（記録の管理） 
第 13  高額所得者の明渡指導に関する記録は、「高額所得者管理票」（第３号様式）及びその附属

文書により行うものとする。 
 
（委任規定） 
第 14  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 
 



 
      附  則 
１  この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 
２  平成２年９月１日施行の「高額所得者に対する県営住宅明渡請求事務処理要綱」は、廃止す

る。 
      附  則 

この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 
      附  則 

この要綱は、平成１１年１０月１日から施行する。 
      附  則 
１  この要綱は、平成１２年２月１６日から施行する。 
２  平成１０年７月１５日制定の「明渡請求対象者選定基準」及び「明渡請求猶予判定対象者抽

出基準」は、廃止する。 
      附  則 

  この要綱は、平成１３年１２月５日から施行する。 
      附  則 

  この要綱は、平成１４年２月２６日から施行する。 
      附  則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
附  則 

   この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１号様式 
審査番号      

個  別  調 書 
１ 請求対象者 

名義人氏名 生年月日 年齢 職  業 
入居年月日 

（当初入居日） 
面接番号 

      

住  所  

住宅名  

 
２ 家族・勤務先 

続  柄 氏     名 年 齢 職 業 勤務先等 

名義人     

     

     

     

計  名 

 
３ 明渡請求理由及び期限 
(１) 本件名義人は、公営住宅に引き続き５年以上入居し、平成１４年度及び平成１５年度の認定

月額が、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）に規定する金額を超える高額の収

入があるため。 
(２) 明渡請求書の到達する日の翌日から起算して６月を超えた日の翌日の属する月の末日は、 

 
 
 

※ 明渡請求日は、平成    年    月    日の予定 
 

平成    年    月    日 



 
４ 収入認定状況（１０月１日認定日現在） 

 氏名 続柄 所得金額 諸控除 認定月額 

平 
成 
 

年 
度 

   
  

   

   

   

   

世帯合計       名  

平 
成 
 

年 
度 

   
  

   

   

   

   

世帯合計       名  

 
５ 相談、指導の状況 

(１)  高額所得者の認定状況（抜粋） 
 

 



(２)  平成    年    月     日  「県営住宅明渡計画書」の提出  （  有  ・  無  ） 
「住宅あっせん申出書」の提出  （  有  ・  無  ） 

【県営住宅明渡計画書の主な内容】 
 

  
(３) 面接状況 

① 平成    年    月    日  「面接通知」 
平成    年    月    日   実施  ・  未実施 
 「県営住宅明渡し事前相談書」の提出  （  有  ・  無  ） 

【名義人からの事情聴取内容】 
 

【県の指導】 
 
 
 

 
② 平成    年    月    日  「面接通知」 

平成   年    月    日   実施  ・  未実施 
【名義人からの事情聴取内容】 

 
【県の指導】 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２号様式 
【第  回 県営住宅明渡請求対象者選定に関する検討会議】 
 

総括表 
審査 

番号 

名義人氏名 

（面接番号） 
年齢 

世帯 

人数 

収入認定 入居年月日 

当初入居年月日 

住宅名 

（住宅世帯コード） 認定年度 認定月額 

１    
  

  
  

２    
  

  
  

３    
  

  
  

４    
  

  
  

５    
  

  
  

６    
  

  
  

７    
  

  
  

８    
  

  
  

９    
  

  
  

１０    
  

  
  

 



第３号様式 
高額所得者管理票 

 

面  接  № 

 

 

名  義  人  氏  名  職  業 Ａ  Ｂ  Ｃ 

住      宅      名  

住宅世帯コード№  

高 額 認 定 年 度   

※ 職業のＡは県職員、Ｂは県職員以外の公務員、Ｃはその他 
 
【経過】 

年  月  日 
明渡指導等の状況指導等の状況 

（面接  斡旋  審査会議  請求  期限  賠償金  等） 
適   用 

   ・   ・    面接通知 
 

   ・   ・    面接  

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

   ・   ・     
 

・   ・ 
  

 


